
直 結 増 圧 式給 水 方 式 に 係 る 実施 要 綱  

 

 

 

 

 

 

 

 

（解  説 ）  

 １  こ の要 綱は 、中 高層 の建 物に 対し て受 水槽 を経 由せ ず、 給水 装置

に増 圧装 置を 設置 して 直接 給水 する 場合 の取 扱い を定 めた もの であ

る。  

２  増圧 装置 は、 増圧 ポン プ及 び逆 流防 止用 機器 等で 構成 され たも の

で、 日本 水道 協会 規格 水道 用直 結加 圧形 ポン プユ ニッ ト（ ＪＷ ＷＡ

Ｂ１ ３０ ）及 び同 規格 水道 用減 圧式 逆流 防止 器（ ＪＷ ＷＡ Ｂ１ ３４ ）

の適 合品 （呼 び径 ２０ ～７ ５ｍ ｍ） とす る。  

 

 

 

 

 

 

（解  説 ）  

１  直結 増圧 式 給 水方 式は 、配 水 管 の圧 力で は給 水で きな い中 高層 の

建物 にお いて、末 端最 高位 の給 水器 具を 使用 する ため に必 要な 圧力

を 増 圧 装 置 に よ り 補 い 、 こ れ を 使 用 で き る よ う に す る も の で あ る 。 

２  直結 増圧 式給 水方 式は 水道 法上 の給 水装 置で ある 。  

３  増圧 装置 によ り高 置水 槽ま で直 接給 水す る方 式も 含ま れる が、 こ

の場 合は 貯水 槽水 道の 受水 槽（ 高置 式） とし て取 扱う こと 。  

 

（目  的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 直 結 給 水 用 増 圧 装 置 （ 以 下 「 増 圧 装 置 」 と い

う。  ）を使 用す る給 水方 法の 取扱 いを 定め るも のと し、定 めの な

いも のに つい ては 、「 給水 装 置工 事 施行 基準 」・「 給水 装置 工事 施行

指針 」及 び  「直 結給 水シ ステ ム導 入ガ イド ライ ンと その 解説 」  

（厚 生省 生活 衛生 局環 境部 水道 整備 課監 修） によ るも のと する 。   

（定  義 ）  

第 ２ 条  直 結 増 圧 式 給 水 方 式 と は 、 中 高 層 の 建 物 に 対 し て 受 水 槽 を

経 由 せ ず 、 給 水 装 置 に 増 圧 装 置 を 設 置 し て 直 接 給 水 す る シ ス テ ム

をい う。  
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（解  説 ）  

１  対象 建物 の階 高は 特に 規定 しな い。  

目安 とし て、 口径 ７５ ｍｍ では 、１ ５階 、１ ４０ 戸程 度、  

口径 ５０ ｍｍ では 、１ ０階 、３ ０戸 程度 とす る。  

２  スト ック 機能 が必 要な 建物 とは  

（１ ）一 時的 に多 量の 水を 使用 する 施設 。  

（２ ）常 時一 定の 水供 給が 必要 で断 水に よる 影響 が大 きな 施設 等。  

（例 ）病 院、 ホテ ル、 百貨 店、 興行 場等 施設 及び 食品 冷凍 機、  

電子 計算 機の 冷却 用水 等の ある 施設 等。  

３  危険 な物 質を 取扱 う工 場等 とは  

   毒 物、劇物 及び 薬品 等の 危険 な化 学物 質を 取扱 い、これ を製 造、

加工 又は 貯蔵 等を 行う 工場 、事 業所 及び 研究 所等 。  

（例 ）ク リー ニン グ、 メッ キ、 写真 、印 刷・ 製版 、石 油取 扱、 染

色、 食品 加工 等の 業を 行う 施設 等。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（対 象建 物）  

第３ 条  対象 とす る建 物は、増圧 装 置の 口径 が７ ５ｍ ｍ以 下 と する 。 

な お 、 ス ト ッ ク 機 能 が 必 要 な 建 物 、 危 険 な 物 質 を 取 扱 う 工 場 等

は受 水槽 方式 によ る給 水が 望ま しい 。  

（給 水管 の分 岐口 径）  

第 ４ 条  口 径 ５ ０ ｍ ｍ 以 下 の 増 圧 装 置 の 場 合 、 配 水 管 か ら 分 岐 す る

給水 管口 径は 、配 水管 より 小口 径と する 。  

２  口径 ７５ ｍｍ の 増 圧装 置の 場合 、分 岐す る 配 水管 の口 径は 、  

１ ５ ０ ｍ ｍ 以 上 と す る 。 た だ し 、 配 水 管 の 水 圧 等 、 給 水 能 力 に 著

し く 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が な い と 判 断 さ れ た と き は 、 配 水 管 の 口

径は 、１ ００ ｍｍ とす るこ とが 出来 る。  

 ３  直 結 増 圧 式 給 水 方 式 に よ る 給 水 管 分 岐 の 可 否 は 千 葉 県 企 業 局 が

決定 する 。  
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（解  説 ）  

１  口径 ５０ ｍｍ 以下 の増 圧装 置を 設置 する 場合 の配 水管 から 分岐 す

る給 水管 口径 につ いて は、 一般 の給 水装 置と 同様 に配 水管 より 小口

径と する 。  

２  口径 ７５ ｍｍ の増 圧装 置を 設置 する 場合 の 分 岐す る 配 水管 の口 径

につ いて は、配水 管に 与え る影 響を 考慮 し、１５ ０ｍ ｍ以 上 と した 。  

  ただ し、 管網 の状 況及 び管 網計 算の 結果 を踏 まえ て配 水圧 の低 下

によ り、 周辺 の給 水に 支障 のな い配 水圧 が０ ．１ ９６ Ｍ Ｐ ａを 確保

でき ると 判断 され る場 合は 、配 水管 の口 径を １０ ０ｍ ｍ と する こと

がで きる 。  

３  配水 管の 水量 、水 圧不 足が 生じ る恐 れの ある 地域 や、 増圧 装置 の

設置 が複 数あ る地 域で 直結 増圧 式給 水方 式に よる 給水 管分 岐を する

場合 は、 最新 の管 網状 況に より 、管 網計 算を 千葉 県 企 業局 で行 い、

配水 管及 び周 辺家 屋に 悪影 響を 与え ない こと を確 認す る 。  

 

 

 

 

 

（解  説 ）  

１  維持 管理 、経 済性 等か ら同 一建 物内 の給 水方 式は 、１ 給水 方式 が

望ま しい が、 使用 者の 利便 性を 考慮 し、 給水 管の 分岐 口径 範囲 内で

認め るも のと する 。  

２  ポン プ起 動時 に給 水管 内の 水圧 低下 が考 えら れる こと から 直圧 給

水階 高を ２階 まで とす る。  

３  他の 給水 方式 との 併用 を行 う場 合は 、他 の給 水系 統と 誤っ て接 続

され ない よう 措置 を施 すこ と。  

 

 

 

 

（他 の給 水方 式と の併 用 ）  

第 ５ 条  直 結 直 圧 方 式 及 び 受 水 槽 方 式 と の 併 用 は 認 め る も の と す

る 。 た だ し 、 給 水 管 の 分 岐 口 径 範 囲 内 と す る 。 ま た 、 直 結 直 圧 方

式と 併用 する 場合 は、 直圧 給水 階高 は２ 階ま でと する 。  
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（解  説 ）  

１  瞬時 最大 給水 量及 び増 圧装 置に よる 増加 圧力 を正 確に 把握 し、 増

圧装 置口 径を 選定 する こと 。  

２  始 動・ 停 止に よる 配 水管 へ の圧 力変 動 が極 小 であ り、 ポ ンプ 運転

によ る配 水管 の圧 力に 脈動 がな いこ と。  

３  吸込 側 の水 圧 が異 常低 下 した 場 合に は自 動 停止 し 、水 圧が 復 帰し

た場 合に は自 動復 帰す るこ と。  

４  増圧 装置 の機 能が 有効 に働 くよ う給 水管 延長 、給 水管 口径 に留 意

する と共 に、 負圧 及び イン チン グ現 象が 発生 しな いよ う考 慮す る必

要が ある 。  

 

 

 

 

 

（増 圧装 置）  

第 ６ 条  増 圧 装 置 の 口 径 は φ ７ ５ ㎜ 以 下 と し 、 そ の 選 定 等 に つ い て

は、 次の 各号 に掲 げる 事項 によ るこ と。  

（１ ）増 圧装 置の 選定  

増 圧 装 置 の 選 定 は 、 安 定 し た 給 水 を 確 保 す る た め 、 建 物 の 瞬

時 最 大 給 水 量 及 び 給 水 す る 高 さ （ 揚 程 ） 等 を 把 握 し 、 そ の 目 的

に合 った 性能 の機 種を 選定 する こと 。  

（２ ）増 圧装 置の 仕様  

増圧 装置 は、 水道 法に 基づ く給 水装 置の 構造 及び 材質 の基 準  

に適 合し 、配 水管 への 影響 が極 めて 小さ く、安定 した 給水 が出

来る もの であ るこ と。  

（３ ）増 圧装 置の 設置  

増圧 装置 の設 置に あた って は 、配 水 管及 び周 辺家 屋に 悪影 響

を与 えず 、安 定し た給 水が 確保 され 、か つ、当該 装置 の機 能を

有効 に活 用で きる 適切 な設 置場 所と する こと 。  
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（解  説 ）  

１  給水 管等 の口 径 を 決定 する には 、瞬 時最 大給 水量 を適 正に 設定 し

なけ れば なら ない 。  

２  瞬時 最大 給水 量の 設定 を誤 ると 、過 大な 設備 投資 、エ ネル ギー 利

用の 非効 率化 及び 給水 不良 など の原 因と なる 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（給 水管 口径 の決 定）  

第 ７ 条  直 結 増 圧 式 給 水 方 式 に お け る 給 水 管 等 の 口 径 決 定 に あ た っ

ては 、使 用実 態に 沿っ た瞬 時最 大給 水量 を的 確に 把握 する 。  

ま た 、 口 径 決 定 の 手 順 は 、 建 物 内 の 瞬 時 最 大 給 水 量 を 把 握 し 、

そ の 水 量 を 給 水 で き る 性 能 を 有 す る 増 圧 装 置 を 選 定 し 、 さ ら に そ

の 水 量 に 応 じ た 給 水 管 取 出 し 口 径 等 を 等 摩 擦 抵 抗 法 に よ っ て 決 定

する 。  

（逆 流防 止装 置）  

第 ８ 条  逆 流 防 止 装 置 は 、 給 水 の 安 全 性 を 確 保 す る 手 段 と し て 設 置

する もの であ り、 次の 各号 に掲 げる 事項 によ るこ と。  

（１ ）基 本事 項  

逆 流 防 止 装 置 は 、 水 道 法 に 基 づ く 給 水 装 置 の 構 造 及 び 材 質 の

基準 に適 合し たも ので なけ れば なら ない 。  

（２ ）逆 流防 止装 置の 選定  

建 物 の 用 途 、 装 置 の 特 性 及 び 水 の 使 用 実 態 に か な う 、 逆 流 防

止装 置の 選定 が必 要で ある 。  

（３ ）設 置方 法  

逆 流 防 止 装 置 は 、 給 水 の 安 全 性 を 確 保 す る た め に 、 最 も 効 果

的な 箇所 に設 置す る必 要が ある 。  

（４ ）設 置場 所  

逆 流 防 止 装 置 の 設 置 は 、 施 工 性 、 保 守 管 理 の 容 易 性 等 を 考 慮

し 、 逆 流 に よ る 汚 濁 、 汚 染 の 恐 れ の な い 場 所 を 選 定 し な け れ ば

なら ない 。  
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（解  説 ）  

１  給水 装置 に お ける 逆流 は、 給 水 圧力 の不 足、 負圧 、高 低差 及び 逆

圧等 によ って 発生 する。この 逆流 を 防止 する ため に、適切 な逆 流防

止装 置を 設置 しな けれ ばな らな い。  

２  選定 にあ たっ ては 、建 物用 途、 逆流 防止 装置 の構 造等 を考 慮す る

必要 があ る。  

３  配水 管へ の逆 流防 止の ため 、増 圧装 置の 流入 側に 減圧 式逆 流防 止

器を 設置 する こと 。  

  ただ し、 住宅 専用 建物 には 複式 逆止 弁ま たは 、そ の機 能が 同等 以

上の もの とす るこ とが でき る。  

４  設置 場所 は、 点検 など が容 易で あり 、か つ損 傷、 凍結 等の 恐れ の

ない 箇所 であ るこ と。  

 

 

 

（解  説 ）  

  量水 器は 、増 圧装 置の 上流 側に 設置 する 。  

ただ し、 当該 建物 が構 造上 二以 上の 部分 に区 分さ れて おり 、独 立し

て住 居、 店舗 、事 務所 等の 建物 とし ての 用途 に供 する こと がで きる 場

合で あっ て、 給水 装置 を個 別に 当該 部分 に設 置し たと きは 、増 圧装 置

以降 に当 該給 水装 置ご とに 量水 器を 設置 する こと がで きる 。  

 

 

 

 

 

（解  説 ）  

一般 の給 水装 置と 同様 に、 水道 法施 行令 第６ 条の 構造 及び 材質 の基

準に 適合 して いれ ば、 拒む こと はで きな い。  

 

 

（量 水器 の設 置）  

第９ 条  量水 器の 設置 は給 水条 例施 行規 程第 １６ 条の 規定 によ る。  

（既 設建 物の 直結 増圧 式給 水方 式）  

第 10 条  給 水 方 式 を 受 水 槽 方 式 か ら 直 結 増 圧 式 給 水 方 式 に 切 替 え

る 場 合 は 、 別 に 定 め る 「 既 設 装 置 の 給 水 装 置 認 定 取 扱 要 綱 」 に よ

るも のと する 。  
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（解  説 ）  

増圧 装置 の故 障、 保守 点検 、修 理及 び停 電時 に備 えて 、水 が使 用で

きる よう に直 結直 圧方 式の 共用 給水 栓を 設置 する と便 利で ある 。また 、

散水 栓等 との 兼用 でも 良い 。  

 

 

 

 

 

（解  説 ）  

増圧 装置 には 、試 験圧 力を かけ ると 損傷 する 恐れ のあ る機 器（ 圧力

検知 器） が取 付け られ てい るた め、 現場 での 耐圧 試験 は行 わな いも の

とす る。 なお 、増 圧装 置は 、製 造業 者の 工場 にお いて 、耐 圧試 験を 実

施済 であ る。  

 

 

 

（解  説 ）  

  一般 の給 水装 置と 同様 の扱 いと する 。  

 

 

 

 

（解  説 ）  

増圧 装置 設置 者は 、増 圧装 置及 び逆 流防 止装 置の 機能 維持 の観 点か

ら専 門知 識を 持っ た関 係者 によ り保 守点 検を 実施 する こと が必 要で あ

る。  

 

 

（共 用給 水栓 の設 置）  

第 11 条  直 結直 圧方 式の 共用 給水 栓を 設置 する こと が望 まし い。  

（工 事検 査）  

 第 12 条  工 事検 査は 別に 定め る「 給水 装置 工事 検査 要綱 」に 基づ

き行 うも のと する 。  

     ただ し、 増圧 装置 の耐 圧試 験は 除く 。  

（修 繕区 分）  

 第 13 条  給 水装 置工 事施 行基 準の 「修 繕工 事の 施工 区分 」の 規定

によ るも のと する 。  

（保 守点 検）  

第 14 条  増圧 装 置設 置者 は、増圧 装置 及び 逆流 防止 装置 を必 ず年 １

回保 守点 検を 行い 機能 等を 確認 する こと 。  
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（解  説 ）  

  一般 の給 水装 置工 事と 同様 に給 水条 例第 ７条 の規 定に より 設置 者等

の負 担で ある 。  

 

附  則  

この 要綱 は、 平成 １０ 年４ 月１ 日か ら施 行す る。  

 

附  則  

この 要綱 は、 平成 １８ 年 ４ 月１ 日か ら施 行す る。  

 

附  則  

この 要綱 は、 平成 ２９ 年４ 月１ 日か ら施 行す る。  

 

附  則  

この 要綱 は、 平成 ３１ 年４ 月１ 日か ら施 行す る。  

 

附  則  

この 要綱 は、 令和 元年 １０ 月１ 日か ら施 行す る。  

 

（費 用負 担）  

第 15 条  増圧 装 置を 含む 給水 装置 工事 は、全て 設置 者等 の負 担と す

る。  

また 、保 守点 検に 係る 費用 につ いて も同 様で ある 。  
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